浜田市地域子育て支援活動事業補助金交付要綱
　（目的）

第1条　この要綱は、子育て支援活動を自主的に行う団体に対して、その

　事業に要する費用の一部を補助することにより、地域の子育て支援活動の活性化に寄与することを目的とし、その補助金の交付に関しては、浜田市補助金等規則（平成17年浜田市規則第56号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

　（補助対象者）

第2条　補助の対象となる者は、市内に所在する団体（5人以上で構成す
るものに限る。政治団体、宗教団体を除く。）であって、次条に掲げる事業を地域において自主的に実施するものとする。

（補助対象事業）

第3条　補助の対象とする事業は、次に掲げる事業（他の補助金等の交付を受けて行うもの又は営利を目的として行うものを除く。）とする。

(1) 　地域の子育て支援事業

(2) 　中高大学生の子育てボランティア活動支援事業

(3) 　子育てサークル活動支援事業
(4) 　その他子育て支援の推進に関する事業として市長が適当とみとめるもの

（補助金額等）

第4条　補助金の額は、補助対象事業に要する経費相当額とする。ただし、1事業当たり10万円を限度とし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。

　　　附　則

　この要綱は、平成26年1月22日から施行する。
